
議案第１２号  

 

   白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   

 

 白井市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  令和７年２月１３日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 本案は、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律の一部改正に伴い、また、宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づく事務の一部について千葉県から権限の委譲を受けるため、

条例の一部を改正するものです。  
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   白井市手数料条例の一部を改正する条例  

 

第１条 白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

  別表工事完了通知手数料の項中「第１８条第１６項」を「第 

１８条第２０項」に改め、同表特定工程工事終了通知手数料の項

中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、同表優

良住宅新築認定申請手数料の項の次に次のように加える。  

宅 地 造 成

又 は 特 定

盛 土 等 に

関 す る 工

事 に 係 る

中 間 検 査

申 請 手 数

料 

県 特 例 条 例

に 基 づ き 市

が 行 う 宅 地

造 成 及 び 特

定 盛 土 等 規

制 法 （ 昭 和

３ ６ 年 法 律

第 １ ９ １

号 ） 第 １ ８

条 第 １ 項 の

規 定 に よ る

中 間 検 査 の

申 請 に 対 す

る審査 

盛土又は切土をする土地

の面積が３，０００平方

メートル以内のもの 

１ 件 に つ き

３，１００円

盛土又は切土をする土地

の面積が３，０００平方

メートルを超え２０，０

００平方メートル以内の

もの 

１ 件 に つ き

６，２００円

盛土又は切土をする土地

の面積が２０，０００平

方メートルを超え４０，

０００平方メートル以内

のもの 

１ 件 に つ き

１２，４００

円 

盛土又は切土をする土地

の面積が４０，０００平

方メートルを超え７０，

０００平方メートル以内

のもの 

１ 件 に つ き

２４，９００

円 

盛土又は切土をする土地

の面積が７０，０００平

方 メ ー ト ル を 超 え １ ０

０，０００平方メートル

１ 件 に つ き

４３，６００

円 
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以内のもの 

盛土又は切土をする土地

の面積が１００，０００

平方メートルを超えるも

の 

１ 件 に つ き

６２，３００

円 

第２条 白井市手数料条例の一部を次のように改正する。  

  別表確認申請手数料の項及び完了検査申請手数料の項を次のよ

うに改める。  

確認申請

手数料 

建築

基準

法第

６条

第１

項の

規定

によ

る確

認の

申請

に対

する

審査 

確 認 の 申 請 に

係 る 計 画 に 建

築 基 準 法 第 ８

７ 条 の ４ の 昇

降 機 に 係 る 部

分 が 含 ま れ な

い場合 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

９，０００円

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

３３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

４３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ 件 に つ き

７１，０００

円 
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１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

１ 件 に つ き

１００，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２８０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

４１０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

８００，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合（

摘要の２に規定する場合及

び移転する場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

- 4 -



 

築に係る部分の床面積につ

いて算定する。 

２ 確認を受けた建築物の計

画を変更して建築物を建築

する場合（移転する場合を

除く。）の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る

部分の床面積の合計の２分

の１（床面積を増加する部

分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）について

算定する。 

３ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をする場合（

摘要の４に規定する場合を

除く。）の床面積の合計

は、当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 

４ 確認を受けた建築物の計

画を変更して建築物を移転

し、又はその大規模の修繕

若しくは大規模の模様替を

する場合の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る

部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

５ 建築物のエネルギー消費
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性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３

号）第１１条第１項ただし

書の適用を受ける場合（建

築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通

省令第５号）第２条第１項

第１号に該当する場合に限

る。）の確認申請手数料の

額は、表に定める額に、建

築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料の項建築物

のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１１条

第１項又は第１２条第２項

の規定による建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

係る審査の目に掲げる区分

に応じ、それぞれ同目手数

料の金額の欄に定める額を

加算した額とする。 

確認の申請に係る計画に建築基

準法第８７条の４の昇降機に 

係る部分が含まれる場合 

１件につき確

認の申請に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４の昇降

機に係る部分

が含まれない

場合の手数料
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の額に、当該

昇降機につい

て、建築基準

法第８７条の

４において準

用する同法第

６条第１項の

規定による確

認の申請に対

する審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額の

合計額を加算

した額 

建築

基準

法第

８７

条の

４に

おい

て準

用す

る同

法第

６条

第１

建 築 設 備 を 設

置 す る 場 合 （

確 認 を 受 け た

建 築 設 備 の 計

画 を 変 更 し て

建 築 設 備 を 設

置 す る 場 合 を

除く。） 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備 

１ 基 に つ き

２２，０００

円 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 

１ 基 に つ き

８，０００円

確 認 を 受 け た

建 築 設 備 の 計

画 を 変 更 し て

建 築 設 備 を 設

置する場合 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備 

１ 基 に つ き

１０，０００

円 

小 荷 物 専 用 昇 降１ 基 に つ き
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項の

規定

によ

る確

認の

申請

に対

する

審査 

機 ６，０００円

建築

基準

法第

８８

条第

１項

にお

いて

準用

する

同法

第６

条第

１項

の規

定に

よる

確認

の申

請に

対す

工作物を築造する場合（確認を

受けた工作物の計画を変更して

工 作 物 を 築 造 す る 場 合 を 除

く。） 

１ 基 に つ き

２０，０００

円 

確認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合 

１ 基 に つ き

８，０００円

- 8 -



 

る審

査 

完了検査

申請手数

料 

建築

基準

法第

７条

第１

項の

規定

によ

る完

了検

査の

申請

に対

する

審査 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

以外

の建

築物

に関

する

完了

検査 

完 了 検

査 の 申

請 に 係

る 計 画

に 建 築

基 準 法

第 ８ ７

条 の ４

の 昇 降

機 に 係

る 部 分

が 含 ま

れ な い

場合 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

２２，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２８，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

３８，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

５３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

１ 件 に つ き

８６，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

１ 件 に つ き

１１０，０００

円 
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え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

１７０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２７０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

５５０，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合（

移転した場合を除く。）の

床面積の合計は、当該建築

に係る部分の床面積につい

て算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合の

床面積の合計は、当該移

転、修繕又は模様替に係る
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部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

完了検査の申請に係る計

画に建築基準法第８７条

の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 

１件につき完

了検査の申請

に係る計画に

建築基準法第

８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

ない場合の手

数料の額に、

当該昇降機に

ついて、建築

基準法第８７

条の４におい

て準用する同

法第７条第１

項の規定によ

る完了検査の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築

基準

完 了 検

査 の 申

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

１ 件 に つ き

１９，０００
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法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

に関

する

完了

検査 

請 に 係

る 計 画

に 建 築

基 準 法

第 ８ ７

条 の ４

の 昇 降

機 に 係

る 部 分

が 含 ま

れ な い

場合 

ル以内のもの 円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２５，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

３５，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

５０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

１ 件 に つ き

８３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

１ 件 に つ き

１００，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方

１ 件 に つ き

１６０，０００
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メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２６０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

５４０，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合（

移転した場合を除く。）の

床面積の合計は、当該建築

に係る部分の床面積につい

て算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合の

床面積の合計は、当該移

転、修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

完了検査の申請に係る計

画に建築基準法第８７条

の４の昇降機に係る部分

１件につき完

了検査の申請

に係る計画に
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が含まれる場合 建築基準法第

８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

ない場合の手

数料の額に、

当該昇降機に

ついて、建築

基準法第８７

条の４におい

て準用する同

法第７条第１

項の規定によ

る完了検査の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建 築 基 準 法

第 ８ ７ 条 の

４ に お い て

準 用 す る 同

法 第 ７ 条 第

１ 項 の 規 定

に よ る 完 了

小荷物専用昇降機以外の

建築設備 

１ 基 に つ き

３６，０００

円 

小荷物専用昇降機 １ 基 に つ き

２０，０００

円 
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検 査 の 申 請

に 対 す る 審

査 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第７条第１項の規定による

完了検査の申請に対する審査 

１ 基 に つ き

２２，０００

円 

  別表中間検査申請手数料の項中「５００平方メートル」を「 

３００平方メートル」に、「９，０００円」を「１９，０００

円 」 に 、 「 １ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「   

１５，０００円」を「３１，０００円」に、「２０，０００円」

を「４０，０００円」に、「３３，０００円」を「５７，０００

円 」 に 、 「 ４ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ７ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「   

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「    

１ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「    

３３０，０００円」を「５４０，０００円」に改め、同項の次に

次のように加える。  

検 査 済 証

の 交 付 を

受 け る 前

に お け る

確 認 の 申

請 に 係 る

建 築 物 等

の 仮 使 用

認 定 申 請

手数料 

建築基準法第７条の６第１項第１号又

は第２号（同法第８７条の４又は第８

８条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による認定の申請に対す

る審査 

１ 件 に つ き

１２０，０００

円 

  別表計画通知手数料の項及び工事完了通知手数料の項を次のよ

うに改める。  

計画通知

手数料 

建築

基準

計 画 の 通 知 に

係 る 計 画 に 建

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

１ 件 に つ き

９，０００円
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法第

１８

条第

２項

の規

定に

よる

計画

の通

知に

対す

る審

査 

築 基 準 法 第 ８

７ 条 の ４ の 昇

降 機 に 係 る 部

分 が 含 ま れ な

い場合 

ル以内のもの 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

３３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

４３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

１ 件 に つ き

７１，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

１ 件 に つ き

１００，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が１ 件 に つ き
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２ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

２８０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

４１０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

８００，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合（

摘要の２に規定する場合及

び移転する場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積につ

いて算定する。 

２ 確認を受けた建築物の計

画を変更して建築物を建築

する場合（移転する場合を

除く。）の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る

部分の床面積の合計の２分

の１（床面積を増加する部

分にあっては、当該増加す
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る部分の床面積）について

算定する。 

３ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をする場合（

摘要の４に規定する場合を

除く。）の床面積の合計

は、当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 

４ 確認を受けた建築物の計

画を変更して建築物を移転

し、又はその大規模の修繕

若しくは大規模の模様替を

する場合の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る

部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

５ 建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律

第１２条第２項ただし書の

適用を受ける場合（建築物

のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律施行規則

第２条第１項第１号に該当

する場合に限る。）の計画

通知手数料の額は、表に定

める額に、建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定手数
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料の項建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する

法律第１１条第１項又は第

１２条第２項の規定による

建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る審査の目

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同目手数料の金額の欄

に定める額を加算した額と

する。 

計画の通知に係る計画に建築基

準法第８７条の４の昇降機に係

る部分が含まれる場合 

１件につき計

画の通知に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４の昇降

機に係る部分

が含まれない

場合の手数料

の額に、当該

昇降機につい

て、建築基準

法第８７条の

４において準

用する同法第

１８条第２項

の規定による

計画の通知に

対する審査の

目に掲げる区

分に応じ、そ
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れぞれ同目手

数料の金額の

欄に定める額

の合計額を加

算した額 

建築

基準

法第

８７

条の

４に

おい

て準

用す

る同

法第

１８

条第

２項

の規

定に

よる

計画

の通

知に

対す

る審

査 

建 築 設 備 を 設

置 す る 場 合 （

確 認 を 受 け た

建 築 設 備 の 計

画 を 変 更 し て

建 築 設 備 を 設

置 す る 場 合 を

除く。） 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備 

１ 基 に つ き

２２，０００

円 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 

１ 基 に つ き

８，０００円

確 認 を 受 け た

建 築 設 備 の 計

画 を 変 更 し て

建 築 設 備 を 設

置する場合 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備 

１ 基 に つ き

１０，０００

円 

小 荷 物 専 用 昇 降

機 

１ 基 に つ き

６，０００円

建築

基準

工作物を築造する場合（確認を

受けた工作物の計画を変更して

１ 基 に つ き

２０，０００
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法第

８８

条第

１項

にお

いて

準用

する

同法

第１

８条

第２

項の

規定

によ

る計

画の

通知

に対

する

審査 

工 作 物 を 築 造 す る 場 合 を 除

く。） 

円 

確認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合 

１ 基 に つ き

８，０００円

工事完了

通知手数

料 

建築

基準

法第

１８

条第

２０

項の

規定

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工 事 の

完 了 の

通 知 に

係 る 計

画 に 建

築 基 準

法 第 ８

７ 条 の

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

２２，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２８，０００

円 
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によ

る工

事の

完了

の通

知に

対す

る検

査 

工程

に係

る建

築物

以外

の建

築物

に関

する

完了

検査 

４ の 昇

降 機 に

係 る 部

分 が 含

ま れ な

い場合 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

３８，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

５３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

１ 件 に つ き

８６，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

１ 件 に つ き

１１０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

１７０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

１ 件 に つ き

２７０，０００
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方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

円 

床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

５５０，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合（

移転した場合を除く。）の

床面積の合計は、当該建築

に係る部分の床面積につい

て算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合の

床面積の合計は、当該移

転、修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

工事の完了の通知に係る

計画に建築基準法第８７

条の４の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

１件につき工

事の完了の通

知に係る計画

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係

る部分が含ま

れない場合の

手 数 料 の 額
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に、当該昇降

機について、

建築基準法第

８７条の４に

おいて準用す

る同法第１８

条第２０項の

規定による工

事の完了の通

知に対する検

査の目に掲げ

る 区 分 に 応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

工 事 の

完 了 の

通 知 に

係 る 計

画 に 建

築 基 準

法 第 ８

７ 条 の

４ の 昇

降 機 に

係 る 部

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 １ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２５，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ２

０ ０ 平 方 メ ー ト

１ 件 に つ き

３５，０００

円 
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築物

に関

する

完了

検査 

分 が 含

ま れ な

い場合 

ル以内のもの 

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 ３

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

１ 件 に つ き

５０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの 

１ 件 に つ き

８３，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内のもの 

１ 件 に つ き

１００，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超

え 、 １ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

１６０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え 、 ５ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内のもの 

１ 件 に つ き

２６０，０００

円 
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床 面 積 の 合 計 が

５ ０ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

えるもの 

１ 件 に つ き

５４０，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合（

移転した場合を除く。）の

床面積の合計は、当該建築

に係る部分の床面積につい

て算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合の

床面積の合計は、当該移

転、修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１に

ついて算定する。 

工事の完了の通知に係る

計画に建築基準法第８７

条の４の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

１件につき工

事の完了の通

知に係る計画

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係

る部分が含ま

れない場合の

手 数 料 の 額

に、当該昇降

機について、

建築基準法第

８７条の４に
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おいて準用す

る同法第１８

条第２０項の

規定による工

事の完了の通

知に対する検

査の目に掲げ

る 区 分 に 応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建 築 基 準 法

第 ８ ７ 条 の

４ に お い て

準 用 す る 同

法 第 １ ８ 条

第 ２ ０ 項 の

規 定 に よ る

工 事 の 完 了

の 通 知 に 対

する検査 

小荷物専用昇降機以外の

建築設備 

１ 基 に つ き

３６，０００

円 

小荷物専用昇降機 １ 基 に つ き

２０，０００

円 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第１８条第２０項の規定に

よる工事の完了の通知に対する検査 

１ 基 に つ き

２２，０００

円 

  別表特定工程工事終了通知手数料の項中「５００平方メート

ル 」 を 「 ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 」 に 、 「 ９ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「   

１９，０００円」に、「１１，０００円」を「２５，０００円」
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に 、 「 １ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ １ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「    

２０，０００円」を「４０，０００円」に、「３３，０００円」

を「５７，０００円」に、「４５，０００円」を「７７，０００

円」に、「１００，０００円」を「１５０，０００円」に、「 

１ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「    

３３０，０００円」を「５４０，０００円」に改め、同項の次に

次のように加える。  

検 査 済 証

の 交 付 を

受 け る 前

に お け る

計 画 の 通

知 に 係 る

建 築 物 等

の 仮 使 用

認 定 申 請

手数料 

建築基準法第１８条第３８項第１号又

は第２号（同法第８７条の４又は第８

８条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による認定の申請に対す

る審査 

１ 件 に つ き

１２０，０００

円 

  別表低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の項中「（平成２

７年法律第５３号）第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、

「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

１７，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

１ 件 に つ き

１９，０００

円 
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平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

                 」を  

 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

１７，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

誘導

仕

様・

計算

併用

法に

よる

場合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

２５，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

２８，０００

円 

                 」に、  
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 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

３２，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

５６，０００

円 

                 」を  

 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

３２，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

５６，０００

円 

誘導

仕

建 築 物 の

延 べ 面 積

１ 件 に つ き

５０，０００
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様・

計算

併用

法に

よる

場合 

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

８４，０００

円 

                 」に改め、同表低炭素建築物

新築等計画変更認定申請手数料の項の次の摘要の５中「摘要の３

若しくは摘要の４」を「摘要の４若しくは摘要の５」に改め、同

摘要の５を同摘要の６とし、同摘要の４を同摘要の５とし、同摘

要の３を同摘要の４とし、同摘要の２の次に次のように加える。  

  ３ 誘導仕様・計算併用法とは、省令第１０条第２号イ 及び

ロ に定める基準又は同号イ 及びロ に定める基準により

評価する方法をいう。  

  別表建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の項を次のよ

うに改める。  

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

適 合 性 判

定手数料

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

一 戸 建

て の 住

宅 

仕 様 基

準 に よ

る場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

１７，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

仕 様 ・建 築 物 の 延 べ 面１ 件 に つ き
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関す

る法

律第

１１

条第

１項

又は

第１

２条

第２

項の

規定

によ

る建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能適

合性

判定

に係

る審

査 

計 算 併

用 法 に

よ る 場

合 

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

２５，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

２８，０００

円 

そ の 他

の場合

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

３４，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

３７，０００

円 

共 同 住

宅等 

仕 様 基

準 に よ

る場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

３２，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

５６，０００

円 

仕 様 ・

計 算 併

用 法 に

よ る 場

合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

５０，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

１ 件 に つ き

８４，０００

- 32 -



 

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

円 

そ の 他

の場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

６７，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

１１２，０００

円 

工 場 、

倉 庫 そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

用 途 と

し て 市

長 が 定

め る も

の の み

に 供 す

る 非 住

宅 建 築

物 （ 以

下 「 特

定 非 住

宅 建 築

物 」 と

い

モ デ ル

建 築 物

基 準 Ｂ

に よ る

場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

２６，０００

円 

そ の 他

の場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

２３，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

３０，０００

円 
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う。）

特 定 非

住 宅 建

築 物 以

外 の 非

住 宅 建

築 物 （

以 下 「

一 般 非

住 宅 建

築 物 」

と い

う。）

モ デ ル

建 築 物

基 準 Ｂ

に よ る

場合 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

８５，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

１０８，０００

円 

そ の 他

の場合

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未 満 の

もの 

１ 件 に つ き

２２１，０００

円 

建 築 物 の 延 べ 面

積 が ３ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 の

もの 

１ 件 に つ き

２７７，０００

円 

  別表建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の項の次に次

のように加える。  

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

確 保 計 画

の 変 更 に

係 る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 適 合

性 判 定 手

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１１条第２項又は第１

２条第３項の規定による建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に係る審査 

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定手数

料の項建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律第１１条

第１項又は第
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数料 １２条第２項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

係る審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

  別表建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項中

「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第１項

各号」を「第３０条第１項各号」に、  

 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

１７，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

                 」を  
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 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

１７，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

１９，０００

円 

誘導

仕

様・

計算

併用

法に

よる

場合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

２５，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ２ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

２８，０００

円 

                 」に、  

 「  

誘導

仕様

建 築 物 の

延 べ 面 積

１ 件 に つ き

３２，０００
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基準

によ

る場

合 

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

５６，０００

円 

                 」を  

 「  

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

のもの 

１ 件 に つ き

３２，０００

円 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

５６，０００

円 

誘導

仕

様・

計算

併用

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 未 満

１ 件 に つ き

５０，０００

円 
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法に

よる

場合 

のもの 

建 築 物 の

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

平 方 メ ー

ト ル 以 上

のもの 

１ 件 に つ き

８４，０００

円 

                    」に改め、同表建築物

エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の項中「第３６

条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３４条第１項」を「第

２９条第１項」に改め、同表建築物エネルギー消費性能認定申請

手数料の項の次の摘要の１４中「第３５条第２項（第３６条第２

項」を「第３０条第２項（同法第３１条第２項」に、「摘要の６、

摘要の７、摘要の９、摘要の１０、摘要の１２若しくは摘要の１

３」を「摘要の７、摘要の８若しくは摘要の１１から摘要の１４

まで」に改め、同摘要の１４を同摘要の１５とし、同摘要の１３

中「、摘要の６、摘要の７、摘要の９若しくは摘要の１０」を「

若しくは摘要の７、摘要の８、摘要の１１若しくは摘要の１２」

に改め、同摘要の１３を同摘要の１４とし、同摘要の１２中「摘

要の６若しくは摘要の９」を「摘要の７若しくは摘要の１１」に

改め、同摘要の１２を同摘要の１３とし、同摘要の１１を削り、

同摘要の１０を同摘要の１２とし、同摘要の９を同摘要の１１と

し、同摘要の８を削り、同摘要の７中「係る」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料又は」を加え、「建築物エネルギー消費性能

向上計画認定申請手数料」を「手数料」に改め、同摘要の７を同

摘要の８とし、同摘要の次に次のように加える。  

  ９ 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手

数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区

分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が１である場合
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にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同

住宅等と、非住宅部分についてはその用途が工場、倉庫その

他これらに類する用途として市長が認めるもののみに供する

ものである場合にあっては特定非住宅建築物と、その他の場

合にあっては一般非住宅建築物とそれぞれみなして手数料の

額を算定した場合の当該手数料の額に相当する額の合計額と

する。  

  １０ 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の

額は、当該建築物について摘要の９の規定により算定した

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額に相当す

る額に２分の１を乗じて得た額とする。  

  別表建築物エネルギー消費性能認定申請手数料の項の次の摘要

の６中「係る」の次に「建築物エネルギー消費性能適合性判定手

数料又は」を加え、同摘要の６を同摘要の７とし、同摘要の３を

削り、同摘要の４を同摘要の３とし、同摘要の５中「第１条第１

項第２号イ 及びロ 」を「第１条第１項第２号イ 及びロ 」

に改め、同摘要の５を同摘要の４とし、同摘要の４の次に次のよ

うに加える。 

  ５ 誘導仕様・計算併用法とは、省令第１０条第２号イ 及び

ロ に定める基準又は同号イ 及びロ に定める基準により

評価する方法をいう。 

  ６ 仕様・計算併用法とは、省令第１条第１項第２号イ 及び

ロ に定める基準又は同号イ 及びロ に定める基準により

評価する方法をいう。  

  別表建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の

項の次の摘要の次に次のように加える。  

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則第１３条の規定

による建築物エネルギー消費性能確保

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能適
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確 保 計 画

軽 微 変 更

該 当 証 明

書 交 付 申

請手数料

計画の変更が軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申請に対

する審査 

合性判定手数

料の項建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律第１１条

第１項又は第

１２条第２項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

係る審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

  別表建築物エネルギー消費性能認定申請手数料の項を削る。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

   第１条中別表工事完了通知手数料の項及び同表特定工程工事

終了通知手数料の項の改正規定 公布の日  

   第１条中別表優良住宅新築認定申請手数料の項の次に加える

改正規定 令和７年５月２６日までの間において規則で定め

る日  
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 （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第６条第１項又は第１８条第３項若しくは第４項（これらの

規定を同法第８７条の４及び第８８条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けた者であって、

建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、建築設備

の設置又は工作物の築造の工事に着手しているものに係る確認申

請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知

手数料、工事完了通知手数料及び特定工程工事終了通知手数料の

規定の適用については、第２条の規定による改正後の白井市手数

料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。  
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議案第１２号資料 

〇白井市手数料条例の一部を改正する条例 

（第１条関係）白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

工事完了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

２０項の規

定による工

事の完了の

通知に対す

る検査 

（略） （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第１８条第２０項の規定に

よる工事の完了の通知に対する検査 

（略） 

特定工程

工事終了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

２８項の規

定による特

定工程の工

事終了の通

知に対する

検査 

（略） 

（略） 

優良住宅

新築認定

申請手数

料 

（略） （略） 

宅地造成

又は特定

盛土等に

関する工

県特例条例

に基づき市

が行う宅地

造成及び特

盛土又は切土をする土地

の面積が３，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき

３，１００円

盛土又は切土をする土地１件につき

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

工事完了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

１６項の規

定による工

事の完了の

通知に対す

る検査 

（略） （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第１８条第１６項の規定に

よる工事の完了の通知に対する検査 

（略） 

特定工程

工事終了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

１９項の規

定による特

定工程の工

事終了の通

知に対する

検査 

（略） 

（略） 

優良住宅

新築認定

申請手数

料 

（略） （略） 

（新設）             
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事に係る

中間検査

申請手数

料 

定盛土等規

制法（昭和３

６年法律第

１９１号）第

１８条第１

項の規定に

よる中間検

査の申請に

対する審査 

の面積が３，０００平方メ

ートルを超え２０，０００

平方メートル以内のもの

６，２００円

盛土又は切土をする土地

の面積が２０，０００平方

メートルを超え４０，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

１２，４００

円 

盛土又は切土をする土地

の面積が４０，０００平方

メートルを超え７０，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

２４，９００

円 

盛土又は切土をする土地

の面積が７０，０００平方

メートルを超え１００，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

４３，６００

円 

盛土又は切土をする土地

の面積が１００，０００平

メートルを超えるもの 

１件につき

６２，３００

円 

（略） 
 

           

           

  

           

           

           

           

           

 

           

           

           

           

      

 

           

           

           

           

           

 

           

           

        

 

（略） 

 

（第２条関係）白井市手数料条例 新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

確認申請

手数料 

建築

基準

法第

６条

第１

項の

規定

によ

る確

認の

申請

に対

する

審査 

確認の申請に

係る計画に建

築基準法第８

７条の４の昇

降機に係る部

分が含まれな

い場合 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３３，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

４３，０００

円 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、

１，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

７１，０００

円 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

確認申請

手数料 

建築基準法

第６条第１

項の規定に

よる確認の

申請に対す

る審査 

床面積の合計が３０平方

メートル以内のもの 

１件につき

５，０００円

床面積の合計が３０平方

メートルを超え、１００平

方メートル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が１００平

方メートルを超え、２００

平方メートル以内のもの

１件につき

１４，０００

円 

床面積の合計が２００平

方メートルを超え、５００

平方メートル以内のもの

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が５００平

方メートルを超え、

１，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

３４，０００

円 

床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え、２，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

４８，０００

円 

床面積の合計が２，０００

平方メートルを超え、１

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

１４０，００

０円 

床面積の合計が１０，００１件につき
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床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１００，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

２８０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

４１０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

８００，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合

（摘要の２に規定する場

合及び移転する場合を除

く。）の床面積の合計は、

当該建築に係る部分の床

面積について算定する。

２ 確認を受けた建築物の

計画を変更して建築物を

建築する場合（移転する場

合を除く。）の床面積の合

計は、当該計画の変更に係

る部分の床面積の合計の

２分の１（床面積を増加す

る部分にあっては、当該増

加する部分の床面積）につ

いて算定する。 

３ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をする場

合（摘要の４に規定する場

合を除く。）の床面積の合

計は、当該移転、修繕又は

模様替に係る部分の床面

積の２分の１について算

定する。 

４ 確認を受けた建築物の

計画を変更して建築物を

移転し、又はその大規模の

修繕若しくは大規模の模

様替をする場合の床面積

の合計は、当該計画の変更

に係る部分の床面積の２

分の１について算定する。

５ 建築物のエネルギー消

０平方メートルを超え、５

０，０００平方メートル以

内のもの 

２４０，００

０円 

床面積の合計が５０，００

０平方メートルを超える

もの 

１件につき

４６０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合（摘要の２

に規定する場合及び移転する場合

を除く。）の床面積の合計は、当該

建築に係る部分の床面積について

算定する。 

２ 確認を受けた建築物の計画を変

更して建築物を建築する場合（移転

する場合を除く。）の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る部分の床

面積の合計の２分の１（床面積を増

加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）について算定す

る。 

３ 建築物を移転する場合（摘要の４

に規定する場合を除く。）の床面積

の合計は、当該移転に係る部分の床

面積の２分の１について算定する。

４ 確認を受けた建築物の計画を変

更して建築物を移転する場合の床

面積の合計は、当該計画の変更に係

る部分の床面積の２分の１につい

て算定する。 
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費性能の向上等に関する

法律（平成２７年法律第５

３号）第１１条第１項ただ

し書の適用を受ける場合

（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する

法律施行規則（平成２８年

国土交通省令第５号）第２

条第１項第１号に該当す

る場合に限る。）の確認申

請手数料の額は、表に定め

る額に、建築物エネルギー

消費性能適合性判定手数

料の項建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項

又は第１２条第２項の規

定による建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定に

係る審査の目に掲げる区

分に応じ、それぞれ同目手

数料の金額の欄に定める

額を加算した額とする。

確認の申請に係る計画に建築基

準法第８７条の４の昇降機に 

係る部分が含まれる場合 

１件につき確

認の申請に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４の昇降

機に係る部分

が含まれない

場合の手数料

の額に、当該

昇降機につい

て、建築基準

法第８７条の

４において準

用する同法第

６条第１項の

規定による確

認の申請に対

する審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額の

合計額を加算

した額 

建築

基準

法第

８７

条の

４に

おい

て準

用す

建築設備を設

置する場合（確

認を受けた建

築設備の計画

を変更して建

築設備を設置

する場合を除

く。） 

小荷物専用昇降

機以外の建築設

備 

１基につき

２２，０００

円 

小荷物専用昇降

機 

１基につき

８，０００円

確認を受けた 小荷物専用昇降 １基につき
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る同

法第

６条

第１

項の

規定

によ

る確

認の

申請

に対

する

審査 

建築設備の計

画を変更して

建築設備を設

置する場合 

機以外の建築設

備 

１０，０００

円 

小荷物専用昇降

機 

１基につき

６，０００円

建築

基準

法第

８８

条第

１項

にお

いて

準用

する

同法

第６

条第

１項

の規

定に

よる

確認

の申

請に

対す

る審

査 

工作物を築造する場合（確認を受

けた工作物の計画を変更して工

作物を築造する場合を除く。）

１基につき

２０，０００

円 

確認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合 

１基につき

８，０００円

完了検査

申請手数

料 

建築

基準

法第

７条

第１

項の

規定

によ

る完

了検

査の

申請

に対

する

審査 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

以外

の建

築物

に関

する

完了

検査 

完了検

査の申

請に係

る計画

に建築

基準法

第８７

条の４

の昇降

機に係

る部分

が含ま

れない

場合 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

２２，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

２８，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３８，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

５３，０００

円 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、１，

１件につき

８６，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法

第８８条第

１項におい

て準用する

同法第６条

第１項の規

定による確

認の申請に

対する審査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物を築造する場合（確

認を受けた工作物の計画

を変更して工作物を築造

する場合を除く。） 

１基につき

８，０００円

確認を受けた工作物の計

画を変更して工作物を築

造する場合 

１基につき

４，０００円

完了検査

申請手数

料 

建築基準法

第７条第１

項の規定に

よる建築物

の完了検査

の申請に対

する審査 

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

に係る

建築物

以外の

建築物

に関す

る完了

検査 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

１０，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１２，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

１６，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

２２，０００

円 

床面積の合計が

５００平方メー

トルを超え、１，

１件につき

３６，０００

円 
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０００平方メー

トル以内のもの

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１１０，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１７０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

２７０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

５５０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をした場

合の床面積の合計は、当該

移転、修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

完了検査の申請に係る計

画に建築基準法第８７条

の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 

１件につき完

了検査の申請

に係る計画に

建築基準法第

８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

ない場合の手

数料の額に、

当該昇降機に

ついて、建築

基準法第８７

条の４におい

て準用する同

法第７条第１

項の規定によ

る完了検査の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

０００平方メー

トル以内のもの

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

５０，０００

円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１２０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

１９０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

３８０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転した場合

の床面積の合計は、当該移

転に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 
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じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

に関

する

完了

検査 

完了検

査の申

請に係

る計画

に建築

基準法

第８７

条の４

の昇降

機に係

る部分

が含ま

れない

場合 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

２５，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３５，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

５０，０００

円 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

８３，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１００，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１６０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

２６０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

５４０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

 

 

 

 

 

 

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

に係る

建築物

に関す

る完了

検査 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１１，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

１５，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

２１，０００

円 

床面積の合計が

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

３５，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

４７，０００

円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１１０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

１８０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

３７０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 
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２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をした場

合の床面積の合計は、当該

移転、修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

完了検査の申請に係る計

画に建築基準法第８７条

の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合 

１件につき完

了検査の申請

に係る計画に

建築基準法第

８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

ない場合の手

数料の額に、

当該昇降機に

ついて、建築

基準法第８７

条の４におい

て準用する同

法第７条第１

項の規定によ

る完了検査の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築基準法

第８７条の

４において

準用する同

法第７条第

１項の規定

による完了

検査の申請

に対する審

査 

小荷物専用昇降機以外の

建築設備 

１基につき

３６，０００

円 

小荷物専用昇降機 １基につき

２０，０００

円 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第７条第１項の規定による

完了検査の申請に対する審査 

１基につき

２２，０００

円 

中間検査

申請手数

料 

建築基準法

第７条の３

第１項の規

定による中

間検査の申

請に対する

審査 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートル以内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートルを超え、１００平方

メートル以内のもの 

１件につき

２５，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平

方メートル以内のもの 

１件につき

３１，０００

円 

２ 建築物を移転した場合

の床面積の合計は、当該移

転に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第７条第１項の規定による

完了検査の申請に対する審査 

１基につき

９，０００円

中間検査

申請手数

料 

建築基準法

第７条の３

第１項の規

定による中

間検査の申

請に対する

審査 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートル以内のもの 

１件につき

９，０００円

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートルを超え、１００平方

メートル以内のもの 

１件につき

１１，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平

方メートル以内のもの 

１件につき

１５，０００

円 
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中間検査を行う部分の床

面積の合計が２００平方

メートルを超え、３００平

方メートル以内のもの 

１件につき

４０，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３００平方

メートルを超え、１，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

５７，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１，０００平

方メートルを超え、２，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

７７，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２，０００平

方メートルを超え、１０，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

１５０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え、５

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

２６０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるも

の 

１件につき

５４０，００

０円 

検査済証

の交付を

受ける前

における

確認の申

請に係る

建築物等

の仮使用

認定申請

手数料 

建築基準法第７条の６第１項第１号又

は第２号（同法第８７条の４又は第８８

条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による認定の申請に対する

審査 

１件につき

１２０，００

０円 

計画通知

手数料 

建築

基準

法第

１８

条第

２項

の規

定に

よる

計画

の通

知に

対す

る審

査 

計画の通知に

係る計画に建

築基準法第８

７条の４の昇

降機に係る部

分が含まれな

い場合 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３３，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

４３，０００

円 

床面積の合計が １件につき

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２００平方

メートルを超え、５００平

方メートル以内のもの 

１件につき

２０，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５００平方

メートルを超え、１，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

３３，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１，０００平

方メートルを超え、２，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

４５，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２，０００平

方メートルを超え、１０，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

１００，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え、５

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

１６０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるも

の 

１件につき

３３０，００

０円 

（新設）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画通知

手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法

第１８条第

２項の規定

による計画

の通知に対

する審査 

床面積の合計が３０平方

メートル以内のもの 

１件につき

５，０００円

床面積の合計が３０平方

メートルを超え、１００平

方メートル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が１００平

方メートルを超え、２００

平方メートル以内のもの

１件につき

１４，０００

円 

床面積の合計が２００平

方メートルを超え、５００

平方メートル以内のもの

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が５００平

方メートルを超え、１，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

３４，０００

円 

床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え、２，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

４８，０００

円 
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３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

７１，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１００，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

２８０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

４１０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

８００，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合

（摘要の２に規定する場

合及び移転する場合を除

く。）の床面積の合計は、

当該建築に係る部分の床

面積について算定する。

２ 確認を受けた建築物の

計画を変更して建築物を

建築する場合（移転する場

合を除く。）の床面積の合

計は、当該計画の変更に係

る部分の床面積の合計の

２分の１（床面積を増加す

る部分にあっては、当該増

加する部分の床面積）につ

いて算定する。 

３ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をする場

合（摘要の４に規定する場

合を除く。）の床面積の合

計は、当該移転、修繕又は

模様替に係る部分の床面

積の２分の１について算

定する。 

４ 確認を受けた建築物の

計画を変更して建築物を

移転し、又はその大規模の

修繕若しくは大規模の模

様替をする場合の床面積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が２，０００

平方メートルを超え、１

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

１４０，００

０円 

床面積の合計が１０，００

０平方メートルを超え、５

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

２４０，００

０円 

床面積の合計が５０，００

０平方メートルを超える

もの 

１件につき

４６０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築する場合（摘要の２

に規定する場合及び移転する場合

を除く。）の床面積の合計は、当該

建築に係る部分の床面積について

算定する。 

２ 確認を受けた建築物の計画を変

更して建築物を建築する場合（移転

する場合を除く。）の床面積の合計

は、当該計画の変更に係る部分の床

面積の合計の２分の１（床面積を増

加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）について算定す

る。 

３ 建築物を移転する場合（摘要の４

に規定する場合を除く。）の床面積

の合計は、当該移転に係る部分の床

面積の２分の１について算定する。

４ 確認を受けた建築物の計画を変

更して建築物を移転する場合の床

面積の合計は、当該計画の変更に係

る部分の床面積の２分の１につい

て算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 51 -



 
 

の合計は、当該計画の変更

に係る部分の床面積の２

分の１について算定する。

５ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する

法律第１２条第２項ただ

し書の適用を受ける場合

（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する

法律施行規則第２条第１

項第１号に該当する場合

に限る。）の計画通知手数

料の額は、表に定める額

に、建築物エネルギー消費

性能適合性判定手数料の

項建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する

法律第１１条第１項又は

第１２条第２項の規定に

よる建築物エネルギー消

費性能適合性判定に係る

審査の目に掲げる区分に

応じ、それぞれ同目手数料

の金額の欄に定める額を

加算した額とする。 

計画の通知に係る計画に建築基

準法第８７条の４の昇降機に係

る部分が含まれる場合 

１件につき計

画の通知に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４の昇降

機に係る部分

が含まれない

場合の手数料

の額に、当該

昇降機につい

て、建築基準

法第８７条の

４において準

用する同法第

１８条第２項

の規定による

計画の通知に

対する審査の

目に掲げる区

分に応じ、そ

れぞれ同目手

数料の金額の

欄に定める額

の合計額を加

算した額 

建築

基準

法第

８７

条の

４に

おい

建築設備を設

置する場合（確

認を受けた建

築設備の計画

を変更して建

築設備を設置

する場合を除

小荷物専用昇降

機以外の建築設

備 

１基につき

２２，０００

円 

小荷物専用昇降

機 

１基につき

８，０００円
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て準

用す

る同

法第

１８

条第

２項

の規

定に

よる

計画

の通

知に

対す

る審

査 

く。） 

確認を受けた

建築設備の計

画を変更して

建築設備を設

置する場合 

小荷物専用昇降

機以外の建築設

備 

１基につき

１０，０００

円 

小荷物専用昇降

機 

１基につき

６，０００円

建築

基準

法第

８８

条第

１項

にお

いて

準用

する

同法

第１

８条

第２

項の

規定

によ

る計

画の

通知

に対

する

審査 

工作物を築造する場合（確認を受

けた工作物の計画を変更して工

作物を築造する場合を除く。）

１基につき

２０，０００

円 

確認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合 

１基につき

８，０００円

工事完了

通知手数

料 

建築

基準

法第

１８

条第

２０

項の

規定

によ

る工

事の

完了

の通

知に

対す

る検

査 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

以外

の建

築物

に関

する

完了

工事の

完了の

通知に

係る計

画に建

築基準

法第８

７条の

４の昇

降機に

係る部

分が含

まれな

い場 

合 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

２２，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

２８，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３８，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

５３，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法

第８８条第

１項におい

て準用する

同法第１８

条第２項の

規定による

計画の通知

に対する審

査 

工作物を築造する場合（確

認を受けた工作物の計画

を変更して工作物を築造

する場合を除く。） 

１基につき

８，０００円

確認を受けた工作物の計

画を変更して工作物を築

造する場合 

１基につき

４，０００円

工事完了

通知手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法

第１８条第

２０項の規

定による工

事の完了の

通知に対す

る検査 

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

に係る

建築物

以外の

建築物

に関す

る完了

検査 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

１０，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１２，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

１６，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

２２，０００

円 
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検査 床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

８６，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１１０，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１７０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

２７０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

５５０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をした場

合の床面積の合計は、当該

移転、修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

工事の完了の通知に係る

計画に建築基準法第８７

条の４の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

１件につき工

事の完了の通

知に係る計画

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係

る部分が含ま

れない場合の

手数料の額

に、当該昇降

機について、

建築基準法第

８７条の４に

おいて準用す

る同法第１８

条第２０項の

規定による工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

３６，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

５０，０００

円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１２０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

１９０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

３８０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転した場合

の床面積の合計は、当該移

転に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 
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事の完了の通

知に対する検

査の目に掲げ

る区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築

基準

法第

７条

の３

第１

項の

特定

工程

に係

る建

築物

に関

する

完了

検査 

工事の

完了の

通知に

係る計

画に建

築基準

法第８

７条の

４の昇

降機に

係る部

分が含

まれな

い場合

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

２５，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

３５，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、３０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

５０，０００

円 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

８３，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１００，００

０円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１６０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

２６０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

５４０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

に係る

建築物

に関す

る完了

検査 

床面積の合計が

３０平方メート

ル以内のもの 

１件につき

９，０００円

床面積の合計が

３０平方メート

ルを超え、１００

平方メートル以

内のもの 

１件につき

１１，０００

円 

床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、２０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

１５，０００

円 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル

以内のもの 

１件につき

２１，０００

円 

床面積の合計が

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１件につき

３５，０００

円 

床面積の合計が

１，０００平方メ

ートルを超え、

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

４７，０００

円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ートルを超え、１

０，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１件につき

１１０，００

０円 

床面積の合計が

１０，０００平方

メートルを超え、

５０，０００平方

メートル以内の

もの 

１件につき

１８０，００

０円 

床面積の合計が

５０，０００平方

メートルを超え

るもの 

１件につき

３７０，００

０円 

（摘要） 

１ 建築物を建築した場合
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（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をした場

合の床面積の合計は、当該

移転、修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

工事の完了の通知に係る

計画に建築基準法第８７

条の４の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

１件につき工

事の完了の通

知に係る計画

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係

る部分が含ま

れない場合の

手数料の額

に、当該昇降

機について、

建築基準法第

８７条の４に

おいて準用す

る同法第１８

条第２０項の

規定による工

事の完了の通

知に対する検

査の目に掲げ

る区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額の合計

額を加算した

額 

建築基準法

第８７条の

４において

準用する同

法第１８条

第２０項の

規定による

工事の完了

の通知に対

する検査 

小荷物専用昇降機以外の

建築設備 

１基につき

３６，０００

円 

小荷物専用昇降機 １基につき

２０，０００

円 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第１８条第２０項の規定に

よる工事の完了の通知に対する検査 

１基につき

２２，０００

円 

特定工程

工事終了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

２８項の規

定による特

定工程の工

事終了の通

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートル以内のもの 

１件につき

１９，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートルを超え、１００平方

１件につき

２５，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移転した場合を除く。）

の床面積の合計は、当該建

築に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物を移転した場合

の床面積の合計は、当該移

転に係る部分の床面積の

２分の１について算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第８８条第１項において準

用する同法第１８条第２０項の規定に

よる工事の完了の通知に対する検査 

１基につき

９，０００円

特定工程

工事終了

通知手数

料 

建築基準法

第１８条第

２８項の規

定による特

定工程の工

事終了の通

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートル以内のもの 

１件につき

９，０００円

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３０平方メ

ートルを超え、１００平方

１件につき

１１，０００

円 
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知に対する

検査 

メートル以内のもの 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平

方メートル以内のもの 

１件につき

３１，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２００平方

メートルを超え、３００平

方メートル以内のもの 

１件につき

４０，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が３００平方

メートルを超え、１，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

５７，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１，０００平

方メートルを超え、２，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

７７，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２，０００平

方メートルを超え、１０，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

１５０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え、５

０，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき

２６０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるも

の 

１件につき

５４０，００

０円 

検査済証

の交付を

受ける前

における

計画の通

知に係る

建築物等

の仮使用

認定申請

手数料 

建築基準法第１８条第３８項第１号又

は第２号（同法第８７条の４又は第８８

条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による認定の申請に対する

審査 

１件につき

１２０，００

０円 

（略） 

低炭素建

築物新築

等計画認

定申請手

数料 

都市

の低

炭素

化の

促進

に関

する

法律

（平

成２

４年

法律

第８

申請に

係る低

炭素建

築物新

築等計

画が、建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

する法

（略） （略） 

知に対する

検査 

メートル以内のもの 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平

方メートル以内のもの 

１件につき

１５，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２００平方

メートルを超え、５００平

方メートル以内のもの 

１件につき

２０，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５００平方

メートルを超え、１，００

０平方メートル以内のも

の 

１件につき

３３，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が１，０００平

方メートルを超え、２，０

００平方メートル以内の

もの 

１件につき

４５，０００

円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２，０００平

方メートルを超え、１０，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

１００，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が２，０００平

方メートルを超え、１０，

０００平方メートル以内

のもの 

１件につき

１６０，００

０円 

中間検査を行う部分の床

面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるも

の 

１件につき

３３０，００

０円 

（新設）

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

（略） 

低炭素建

築物新築

等計画認

定申請手

数料 

都市

の低

炭素

化の

促進

に関

する

法律

（平

成２

４年

法律

第８

申請に

係る低

炭素建

築物新

築等計

画が、建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

する法

（略） （略） 
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４

号）

第５

３条

第１

項の

規定

によ

る低

炭素

建築

物新

築等

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査 

律第１

４条第

１項 

   

   

   

 に規

定する

登録建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能判

定機関

（申請

に係る

建築物

の住宅

部分に

係る部

分にあ

っては、

登録住

宅性能

評価機

関。以下

「登録

建築物

エネル

ギー消

費性能

判定機

関等」と

いう。）

により

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５

４条第

１項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いると

認めら

れたも

のその

他これ

に類す

るもの

として

市長が

定める

４

号）

第５

３条

第１

項の

規定

によ

る低

炭素

建築

物新

築等

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査

律（平成

２７年

法律第

５３号）

第１５

条第１

項に規

定する

登録建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能判

定機関

（申請

に係る

建築物

の住宅

部分に

係る部

分にあ

っては、

登録住

宅性能

評価機

関。以下

「登録

建築物

エネル

ギー消

費性能

判定機

関等」と

いう。）

により

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５

４条第

１項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いると

認めら

れたも

のその

他これ

に類す

るもの

として

市長が

定める
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もので

ある場

合 

その他

の場合 

一戸建

ての住

宅 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

１９，０００

円 

誘導

仕

様・計

算併

用法

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

２５，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

２８，０００

円 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

共同住

宅等 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

３２，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

５６，０００

円 

誘導

仕

様・計

算併

用法

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

５０，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

８４，０００

円 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

非住宅

建築物

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

低炭素建

築物新築

等計画変

更認定申

請手数料 

（略） （略） 

（摘要） 

もので

ある場

合 

その他

の場合

一戸建

ての住

宅 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

１９，０００

円 

  

  

   

  

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

    

      

      

  

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

共同住

宅等 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

３２，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

５６，０００

円 

  

  

   

  

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

    

      

      

  

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

非住宅

建築物 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

低炭素建

築物新築

等計画変

更認定申

請手数料

（略） （略） 

（摘要） 
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１・２ （略） 

３ 誘導仕様・計算併用法とは、省令第１０条第２号イ 及

びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ に定める基準

により評価する方法をいう。 

４ （略） 

５ （略） 

６ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項（第

５５条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る申出があった場合の低炭素建築物新築等計画認定申請手

数料の額又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

の額は、それぞれ表又は摘要の４若しくは摘要の５に定め

る額に、計画通知手数料の項建築基準法第１８条第２項の

規定による計画の通知に対する審査の目に掲げる区分に応

じ、それぞれ同目の規定による額を加算した額とする。

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定手数料 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律第

１１

条第

１項

又は

第１

２条

第２

項の

規定

によ

る建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能適

合性

判定

に係

る審

査 

一戸建

ての住

宅 

仕様基

準によ

る場合

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

１９，０００

円 

仕様・計

算併用

法によ

る場合

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

２５，０００

円 

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

２８，０００

円 

その他

の場合

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

３４，０００

円 

建築物の延べ面

積が２００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

３７，０００

円 

共同住

宅等 

仕様基

準によ

る場合

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

３２，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

５６，０００

円 

仕様・計

算併用

法によ

る場合

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

５０，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

８４，０００

円 

その他

の場合

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

１件につき

６７，０００

円 

１・２ （略） 

（新設） 

 

 

３ （略） 

４ （略） 

５ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項（第

５５条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る申出があった場合の低炭素建築物新築等計画認定申請手

数料の額又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

の額は、それぞれ表又は摘要の３若しくは摘要の４に定め

る額に、計画通知手数料の項建築基準法第１８条第２項の

規定による計画の通知に対する審査の目に掲げる区分に応

じ、それぞれ同目の規定による額を加算した額とする。

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定手数料

 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律第

１２

条第

１項

又は

第１

３条

第２

項の

規定

によ

る建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能適

合性

判定

に係

る審

査 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定に

係る建

築物（非

住宅部

分に限

る。以下

この節

及び次

節にお

いて同

じ。）が、

工場、倉

庫その

他これ

らに類

する用

途とし

て市長

が定め

るもの

のみに

供する

もので

ある場

合 

モデル

建築物

基準Ｂ

による

場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

２６，０００

円 

その他

の場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき３

０，０００円

その他

の場合

モデル

建築物

基準Ｂ

による

場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

 

１件につき１

０８，０００

円 

その他

の場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

 

 

 

 

１件につき２

７７，０００

円 
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もの 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

１１２，００

０円 

工場、倉

庫その

他これ

らに類

する用

途とし

て市長

が定め

るもの

のみに

供する

非住宅

建築物

（以下

「特定

非住宅

建築物」

とい

う。） 

モデル

建築物

基準Ｂ

による

場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

１９，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

２６，０００

円 

その他

の場合

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

２３，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

３０，０００

円 

特定非

住宅建

築物以

外の非

住宅建

築物（以

下「一般

非住宅

建築物」

とい

う。） 

モデル

建築物

基準Ｂ

による

場合 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

８５，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

１０８，００

０円 

その他

の場合

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

２２１，００

０円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

２７７，００

０円 

建築物エ

ネルギー

消費性能

確保計画

の変更に

係る建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定手

数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１１条第２項又は第１

２条第３項の規定による建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に係る審査 

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定手数

料の項建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律第１１条

第１項又は第

１２条第２項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

係る審査の目

に掲げる区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）
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に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律第

２９

条第

１項

の規

定に

よる

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査 

申請に

係る建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

が、登録

建築物

エネル

ギー消

費性能

判定機

関等に

より建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

する法

律第３

０条第

１項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いると

認めら

れたも

のその

他これ

に類す

るもの

として

市長が

定める

もので

ある場

合 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

その他

の場合 

一戸建

ての住

宅 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

１件につき

１９，０００

円 

 

 

 

 

 

 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律第

３４

条第

１項

の規

定に

よる

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査

申請に

係る建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

が、登録

建築物

エネル

ギー消

費性能

判定機

関等に

より建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

する法

律第３

５条第

１項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いると

認めら

れたも

のその

他これ

に類す

るもの

として

市長が

定める

もので

ある場

合 

（略） （略） 

（略） （略）  

（略）  

（略） （略）  

（略）  

その他

の場合

一戸建

ての住

宅 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

１件につき

１９，０００

円 
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のもの 

誘導

仕

様・計

算併

用法

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

２５，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

２８，０００

円 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

共同住

宅等 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

３２，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

５６，０００

円 

誘導

仕

様・計

算併

用法

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

５０，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

８４，０００

円 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

非住宅

建築物

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３１条第１項の規定に

よる建築物エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対する審査 

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画認定申

請手数料の項

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上等に

関する法律第

２９条第１項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画の認

定の申請に対

する審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

のもの 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

    

      

      

  

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

共同住

宅等 

誘導

仕様

基準

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき３

２，０００円

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき５

６，０００円

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

     

      

      

  

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

非住宅

建築物 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

（略）（略） （略） 

（略） （略） 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第３６条第１項の規定に

よる建築物エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対する審査 

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画認定申

請手数料の項

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上等に

関する法律第

３４条第１項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画の認

定の申請に対

する審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ
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ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

              

      

   

   

       

       

       

   

      

      

  

       

       

       

   

      

      

  

   

   

       

       

       

   

      

      

  

       

       

       

   

      

      

  

   

    

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

    

      

      

  

  

  

  

     

     

     

     

    

      

      

  

     

     

     

     

    

      

      

  

   

   

  

  

  

     

     

     

      

      

  

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

建築物エ

ネルギー

消費性能

認定申請

手数料 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律第

４１

条第

１項

の規

定に

よる

認定

の申

請に

対す

る審

査 

申請に

係る建

築物が、

登録建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能判

定機関

等によ

り建築

物エネ

ルギー

消費性

能基準

に適合

してい

ると認

められ

たもの

その他

これに

類する

ものと

して市

長が定

めるも

のであ

る場合

一戸建ての住宅 １件につき

５，０００円

共同住

宅等 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

１０，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

２０，０００

円 

非住宅

建築物 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル未満の

もの 

１件につき

１０，０００

円 

建築物の延べ面

積が３００平方

メートル以上の

もの 

１件につき

１６，０００

円 

その他

の場合

一戸建

ての住

宅 

モデ

ル住

宅基

準及

び仕

様基

準に

よる

場合

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

１７，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

１９，０００

円 

その

他の

場合

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

３４，０００

円 

建築物の延

べ面積が２

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

３７，０００

円 

共同住

宅等 

モデ

ル住

宅基

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

１件につき

３２，０００

円 
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（摘要） 

１・２ （略） 

                            

             

３ （略） 

４ 仕様基準とは、省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ(2)に

定める基準をいう。 

５ 誘導仕様・計算併用法とは、省令第１０条第２号イ(1)及び

ロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に

より評価する方法をいう。 

６ 仕様・計算併用法とは、省令第１条第１項第２号イ(1)及び

ロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に

より評価する方法をいう。 

７ 共同住宅等に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手

数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

の額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積

を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部分

の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した

手数料の額に相当する額とする。 

８ 共同住宅等に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変

準及

び仕

様基

準に

よる

場合

ートル未満

のもの 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

５６，０００

円 

その

他の

場合

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

６７，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

１１２，００

０円 

非住宅

建築物 

モデ

ル建

築物

基準B

によ

る場

合 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

８５，０００

円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

１０８，００

０円 

その

他の

場合

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル未満

のもの 

１件につき

２２１，００

０円 

建築物の延

べ面積が３

００平方メ

ートル以上

のもの 

１件につき

２７７，００

０円 

（摘要） 

１・２ （略） 

３ モデル住宅基準とは、省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ

(2)に定める基準をいう。 

４ （略） 

５ 仕様基準とは、省令第１条第１項第２号イ(3)及びロ(3)に

定める基準をいう。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

６ 共同住宅等に係る                  

    建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

の額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積

を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部分

の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した

手数料の額に相当する額とする。 

７ 共同住宅等に係る                  
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更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

は、当該建築物について摘要の６の規定により算定した手数

料                    の額に相当す

る額に２分の１を乗じて得た額とする。 

                            

                           

                           

                           

                 

９ 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手

数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区

分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が１である場合

にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同

住宅等と、非住宅部分についてはその用途が工場、倉庫その

他これらに類する用途として市長が認めるもののみに供する

ものである場合にあっては特定非住宅建築物と、その他の場

合にあっては一般非住宅建築物とそれぞれみなして手数料の

額を算定した場合の当該手数料の額に相当する額の合計額と

する。 

１０ 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額

は、当該建築物について摘要の９の規定により算定した建築

物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額に相当する額に

２分の１を乗じて得た額とする。 

１１ （略） 

１２ （略） 

                            

                           

                           

                           

                           

                           

           

１３ 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能

向上計画認定申請手数料の額は、建築物ごとにそれぞれ表又

は摘要の７若しくは摘要の１１に定める額の合計額とする。

１４ 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能

向上計画変更認定申請手数料の額は、建築物（計画の変更に

係る建築物に限る。）ごとにそれぞれ表若しくは摘要の７、

摘要の８、摘要の１１若しくは摘要の１２に定める額又はそ

れらの額の合計額とする。 

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

０条第２項（同法第３１条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による申出があった場合の建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料の額又は建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、それぞれ表又は

摘要の７、摘要の８若しくは摘要の１１から摘要の１４まで

        に定める額に、計画通知手数料の項建築基

準法第１８条第２項の規定による計画の通知に対する審査の

目に掲げる区分に応じ、それぞれ同目の規定による額を加算

した額とする。 

建築物エ

ネルギー

消費性能

確保計画

軽微変更

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則第１３条の規定

による建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更が軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申請に対

１件につき建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定手数

料の項建築物

                          建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

は、当該建築物について摘要の６の規定により算定した建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に相当す

る額に２分の１を乗じて得た額とする。 

８ 共同住宅等に係る建築物エネルギー消費性能認定申請手数

料の額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面

積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部

分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定し

た手数料の額に相当する額とする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

９  （略） 

１０ （略） 

１１ 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能認定申請手

数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区

分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が１である場合

にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同

住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみ

なして手数料の額を算定した場合の当該手数料の額に相当す

る額の合計額とする。 

１２ 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能

向上計画認定申請手数料の額は、建築物ごとにそれぞれ表又

は摘要の６若しくは摘要の９に定める額の合計額とする。 

１３ 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能

向上計画変更認定申請手数料の額は、建築物（計画の変更に

係る建築物に限る。）ごとにそれぞれ表、摘要の６、摘要の

７、摘要の９若しくは摘要の１０    に定める額又はそ

れらの額の合計額とする。 

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

５条第２項（第３６条第２項  において準用する場合を含

む。）の規定による申出があった場合の建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料の額又は建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、それぞれ表又は

摘要の６、摘要の７、摘要の９、摘要の１０、摘要の１２若

しくは摘要の１３に定める額に、計画通知手数料の項建築基

準法第１８条第２項の規定による計画の通知に対する審査の

目に掲げる区分に応じ、それぞれ同目の規定による額を加算

した額とする。 

（新設）        
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該当証明

書交付申

請手数料 

する審査 のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律第１１条

第１項又は第

１２条第２項

の規定による

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

係る審査の目

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同目手数

料の金額の欄

に定める額に

２分の１を乗

じて得た額 

（略） 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（略） 
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議 案 第 １ ２ 号 資 料 の ２  

 

白 井 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

【 第 １ 条 関 係 】  

１  「 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進

を 図 る た め の 関 係 法 令 の 整 備 に 関 す る 法 律 」の 制 定 に よ

る 「 建 築 基 準 法 」 の 一 部 改 正 に 伴 う も の  

 

   「 工 事 完 了 通 知 手 数 料 」及 び「 特 定 工 程 工 事 終 了 通

知 手 数 料 」  

   手 数 料 を 徴 収 す る 事 務 の 引 用 条 項 に ず れ が 生 じ た

こ と か ら 、 必 要 な 改 正 を 行 う も の 。  

 

２  「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 」に 基 づ く 事 務 の 一

部 に つ い て 千 葉 県 か ら 権 限 の 委 譲 を 受 け る こ と に 伴 う

も の  

 

   「 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 に 係 る 中 間

検 査 申 請 手 数 料 」  

   市 が 都 市 計 画 法 の 許 可 を し た 開 発 行 為 で 、「 宅 地 造

成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 」の 規 定 に よ り 宅 地 造 成 等 に

関 す る 工 事 の 許 可 を 受 け た も の と み な さ れ る も の の

中 間 検 査 に 関 す る 事 務 に つ い て 、「 地 方 自 治 法 」 の 規

定 に よ り 、千 葉 県 か ら 権 限 の 委 譲 を 受 け る た め 、当 該

中 間 検 査 に 係 る 新 た な 手 数 料 を 定 め る も の 。  

 

【 第 ２ 条 関 係 】  

３  「 脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資 す る た め の 建 築 物 の エ ネ ル ギ

ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法
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律 」 の 制 定 に よ る 「 建 築 基 準 法 」 及 び 「 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」の 一 部 改 正 に 伴 う

も の  

 

   「 確 認 申 請 手 数 料 」、「 完 了 検 査 申 請 手 数 料 」、「 中 間

検 査 申 請 手 数 料 」、「検 査 済 証 の 交 付 を 受 け る 前 に お け

る 確 認 の 申 請 に 係 る 建 築 物 等 の 仮 使 用 認 定 申 請 手 数

料 」、「 計 画 通 知 手 数 料 」、「 工 事 完 了 通 知 手 数 料 」、「 特

定 工 程 工 事 終 了 通 知 手 数 料 」及 び「 検 査 済 証 の 交 付 を

受 け る 前 に お け る 計 画 の 通 知 に 係 る 建 築 物 等 の 仮 使

用 認 定 申 請 手 数 料 」  

  ・「 建 築 基 準 法 」の 一 部 改 正 に よ り 、簡 易 な 構 造 計 算 の

対 象 の 建 築 物 の 範 囲 が 縮 小 さ れ た こ と か ら 、一 部 の

床 面 積 の 合 計 に よ る 手 数 料 区 分 と 手 数 料 を 変 更 す

る と と も に 、限 定 特 定 行 政 庁 の 事 務 に 、大 規 模 の 修

繕 や 大 規 模 の 模 様 替 、建 築 設 備 に 関 す る 確 認 及 び 検

査 済 証 の 交 付 を 受 け る 前 に お け る 建 築 物 等 の 仮 使

用 認 定 の 事 務 が 追 加 さ れ た こ と か ら 、そ れ ぞ れ 新 た

な 手 数 料 を 定 め る も の 。  

  ・「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 」の 一 部 改 正 に よ り 、原 則 す べ て の 新 築 住 宅 ・ 非

住 宅 に 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 へ の 適 合 を

義 務 付 け ら れ た こ と に 伴 い 、比 較 的 容 易 な 方 法 に よ

る 建 築 物 消 費 性 能 適 合 性 判 定 を 行 う 場 合 の 確 認 申

請 等 に つ い て 、必 要 な 手 数 料 を 加 算 す る 規 定 を 追 加

す る も の 。  

  ・ 千 葉 県 で は 、法 律 の 改 正 に 基 づ く も の の ほ か 、人 件

費 単 価 や 審 査 時 間 の 見 直 し を 行 っ た 結 果 に よ り 手

数 料 を 改 正 し て お り 、市 で も 、同 様 の 改 正 を 行 う も

の 。  
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   「 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 」、「 建 築

物 消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 申 請 手 数 料 」及 び「 建 築 物 消

費 性 能 向 上 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料 」  

  ・「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 」の 一 部 改 正 に よ り 、手 数 料 を 徴 収 す る 事 務 の 引

用 条 項 に ず れ が 生 じ た こ と か ら 、必 要 な 改 正 を 行 う

も の 。  

  ・ 法 の 改 正 に よ る も の の ほ か 、住 宅 部 分 の 建 築 物 消 費

性 能 誘 導 基 準 へ の 適 合 性 の 評 価 に お い て 「 誘 導 仕

様 ・ 計 算 併 用 法 」に よ る こ と が 可 能 と な っ て い る こ

と か ら 、 新 た な 手 数 料 を 定 め る も の 。  

 

   「 建 築 物 消 費 性 能 適 合 性 判 定 手 数 料 」、「 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 の 変 更 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 手 数 料 」及 び「 建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 交 付 申 請

手 数 料 」  

   「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 」の 一 部 改 正 に よ り 、原 則 す べ て の 新 築 住 宅 ・ 非 住

宅 に 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 へ の 適 合 を 義 務

付 け ら れ た こ と に 伴 い 、新 た な 手 数 料 を 定 め る と と も

に 、手 数 料 を 徴 収 す る 事 務 の 引 用 条 項 に ず れ が 生 じ た

こ と か ら 、 必 要 な 改 正 を 行 う も の 。  

 

   「 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 認 定 申 請 手 数 料 」  

   「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る

法 律 」 の 一 部 改 正 に よ り 、 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 認 定 制 度 が 廃 止 に な っ た こ と か ら 、 当 該 事 務 に 関

す る 手 数 料 の 規 定 を 削 除 す る も の 。  

- 70 -


